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◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

通
勤
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
一
条
中
「
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
」
に
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十

八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
四
号
」
を
「
第
十
六
条
第
四
号
」
に
、
「
第
十
七

条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。
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般
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業
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東
京
都
統
計
調
査
調
整
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
加
え
、
「
及
び
中
央
卸
売
市
場
長
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
長
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略

推
進
本
部
長
」
に
改
め
る
。
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支

庁
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事

業

所

職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
二
条
第
三
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
加
え
、
「
及
び
中
央
卸
売
市
場
長
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
長
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略

推
進
本
部
長
」
に
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め
る
。
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こ
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を
次
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に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を

加
え
、
「
及
び
中
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卸
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市
場
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
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戦
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改
め
、
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に
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十
六
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東
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都
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令
甲
第
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五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
二
条
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二
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並
び
に
」
の
下
に
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都
民
安
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策
本
部
、
ス
ポ
ー
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進
本
部
、
」
を

加
え
、
「
及
び
中
央
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売
市
場
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
加
え
、
「
及
び
中
央
卸
売
市
場
長
」
を
「
、
中
央
卸
売
市
場
長
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略

推
進
本
部
長
」
に
改
め
る
。
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則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
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和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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